

別紙１
会計書類の改定について
■改定前
・収支決算書
■改定後（同封書類）
・収支予算書　※左側の「クラブ分」は記入する必要はありません。
・収支決算書　※左側の「クラブ分」は記入する必要はありません。

主な変更点
　　〇収入の部
　・「火災保険料補助金」欄を新設：建物が借家である憩いの家（市内に２件）
のみ該当します。
　・繰入金、地区助成金、利用料、雑収入を統合し「諸収入」としました。
　〇支出の部
　・通信運搬費、消耗品費、諸雑費を統合し新科目「憩いの家維持管理費」内訳の「その他」としました。

〇収入の部　
	科　目
	内　容

	市補助金
	維持管理費補助金：２８，５００円
火災保険料補助金：建物が借家である憩いの家のみ

	諸収入
	自治会等からの助成金、憩いの家利用料、預金利子、寄附金等

	繰越金
	前年度からの繰越金


　〇支出の部
	科　目
	内　容

	憩いの家
維持管理費

	光熱水費：電気・水道・ガス
修繕費
その他：備品購入費、保険料等






